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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　足場において対向する両横架材間に架け渡された足場板の、その長手方向に直交する側
端部側に発生する隙間を塞ぐように取り付けられる足場板隙間プレートであって、足場板
とほぼ同じ長さの水平板部とこれの幅方向基端側下部に設けられる側枠部とで形成され、
水平板部が足場板の側端部上面に載置されるプレート本体と、前記側枠部の両端に突設さ
れ、対向する両横架材に係止される係止用フックと、プレート本体を所要の隙間塞ぎ位置
にロックするロック手段とからなり、ロック手段は、水平板部にその幅方向にスライド可
能に取り付けられ、足場板の側端部に当接されるスライド金具と、水平板部の下方でスラ
イド金具に上下動自在に支持される支持金具と、支持金具の上部に上向きに突設され、水
平板部にその幅方向に設けた長溝に沿って移動可能なロック用ガイドピンと、このガイド
ピンの両側で上方へ突出するように支持金具に一体に設けられ、前記長溝の両側に夫々一
定ピッチで配設した複数のロック孔に係入可能な両側一対のロックピンと、支持金具とス
ライド金具との間に介装され、ロック用ガイドピンが長溝から上方へ突出し且つ両ロック
ピンが所要のロック孔に係入したロック状態を維持するように支持金具を上向きに付勢す
るバネとからなるもので、ロック用ガイドピンをバネに抗して手で押し下げることにより
ガイドピンの頭部を長溝に係合させたまま両ロックピンをロック孔から抜いてロック解除
するようにしてなる足場板隙間プレート。
【請求項２】
　前記スライド金具は、プレート本体の水平板部の上面に沿ってスライドする上部側金具
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と、水平板部の下面に沿ってスライドする下部側金具とからなり、上部側金具は、その両
端部から下向き一体に突出し、水平板部に前記長溝を挟んでその両側に設けたガイド溝に
挿通されて案内される一対のガイド部片を有し、両ガイド部片の下端部と下部側金具とが
水平板部の下方で連結部材により一体に連結され、下部側金具には前記支持金具が上下動
自在に支持されると共に、下部側金具と支持金具との間に前記バネが介装されている請求
項１に記載の足場板隙間プレート。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、建設作業現場で仮設される足場において、足場板長手方向に対向する両横架
材間に架け渡された足場板の、その長手方向に直交する側端部側に発生する隙間、例えば
建設物と足場板との間、あるいは足場板間を塞ぐように取り付けられる足場板隙間プレー
トに関する。尚、本発明の足場板隙間プレートは、足場用建枠の対向する横架材間に足場
板を架け渡すようにした枠組足場の他に、足場板幅方向に隣り合う緊結部付き支柱間に横
架材（横ステー）を連結して、足場板長手方向に対向する両横架材間に足場板を架け渡す
ようにした楔緊結式足場にも適用される。
【背景技術】
【０００２】
　例えば枠組足場において、足場板長手方向に対向する一対の足場用建枠の横材間に架け
渡された足場板の、その長手方向に直交する側端部側に発生する隙間、例えば建設物と足
場板との間、あるいは足場用建枠の横材間に併設して２枚の足場板を架け渡したときに、
足場板の側端部とこれに対向する建設物との間や、あるいは併設される２枚の足場板の互
いに対向する側端部間に発生する隙間が広くなると、作業上非常に危険である。そこで、
足場板の側端部や２枚の足場板間に形成される隙間を塞ぐように取り付けて作業上の安全
を確保するようにした足場板隙間プレートが提案されている。
【０００３】
　従来の足場板隙間プレートとして、下記特許文献１に記載されたものがある。この隙間
プレートは、長尺な足場板と略同じ長さの水平板部とこれの長さ方向に直交する幅方向の
基端部に垂下連結される側板部とにより形成されて、側板部が一方の足場板の側端部に沿
うように配置され且つ水平板部の他側縁部が他方の足場板の側端部上面に載置されるプレ
ート本体と、前記側板部の両端に突設されて両足場用建枠の横架材に係止される一対の係
止用フックと、前記水平板部にその長手方向に直交する幅方向に移動調整可能に設けられ
て、他方の足場板の側端部に当接されるロック用の当接部材とからなるもので、足場用建
枠の幅の違いによる足場板間の隙間の違いに対応するために当接部材を水平板部の幅方向
に移動させて、足場板の側端部に当接する位置で、係合部材をボルトで固定し、プレート
本体を隙間塞ぎ位置に固定するようにしたものである。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平１１－２９３９１２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　従来の足場板隙間プレートでは、ロック用の当接部材を水平板部の幅方向に移動させて
足場板の側端部に係合する位置でボルトを締め付けることにより、当接部材を水平板部に
対して固定し、また当接部材を水平板部の幅方向に移動させる時はボルトを緩めるように
するため、当接部材の移動調整操作が非常に面倒であった。
【０００６】
　本発明は、上記の事情に鑑み、当接部材の移動調整操作を簡単容易に行える足場板隙間
プレートを提供することを目的としている。
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【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記課題を解決するための手段を、後述する実施形態の参照符号を付して説明すると、
請求項１に係る発明は、足場において対向する両横架材間に架け渡された足場板４（図９
、図１０参照）の、その長手方向に直交する側端部に発生する隙間を塞ぐように取り付け
られる足場板隙間プレート１であって、足場板４とほぼ同じ長さの水平板部５とこれの幅
方向基端側下部に設けられる側枠部６とで形成され、水平板部５が足場板４の側端部上面
に載置されるプレート本体７と、前記側枠部６の両端に突設され、対向する両横架材３，
３に係止される係止用フック８，８と、プレート本体７を所要の隙間塞ぎ位置にロックす
るロック手段９（図２参照）とからなり、ロック手段９は、水平板部５にその幅方向にス
ライド可能に取り付けられ、足場板４の側端部に当接されるスライド金具１０と、水平板
部５の下方でスライド金具１０に上下動自在に支持される支持金具１１と、支持金具１１
の上部に上向きに突設され、水平板部５にその幅方向に設けた長溝１２に沿って移動可能
なロック用ガイドピン１３と、このガイドピン１３の両側で上方へ突出するように支持金
具１１に一体に設けられ、前記長溝１２の両側に夫々一定ピッチで配設した複数のロック
孔１４に係入可能な両側一対のロックピン１５，１５と、支持金具１１とスライド金具１
０との間に介装され、ロック用ガイドピン１３が長溝１２から上方へ突出し且つ両ロック
ピン１５が所要のロック孔１４に係入してロック状態を維持するように支持金具１１を上
向きに付勢するバネ１６とからなるもので、ロック用ガイドピン１３をバネ１６に抗して
手で押し下げることによりガイドピン１３の頭部を長溝１２に係合させたまま両ロックピ
ン１５，１５をロック孔１４，１４から抜いてロック解除するようにしてなることを特徴
とする。
                                                                                
【０００８】
　請求項２は、請求項１に記載の足場板隙間プレートにおいて、前記スライド金具１０は
、プレート本体７の水平板部５の上面に沿ってスライドする上部側金具１７と、水平板部
５の下面に沿ってスライドする下部側金具１８とからなり、上部側金具１７は、その両端
部から下向き一体に突出し、水平板部５に前記長溝１２を挟んでその両側に設けたガイド
溝１９，１９に挿通されて案内される一対のガイド部片１７ａ，１７ａを有し、両ガイド
部片１７ａ，１７ａの下端部と下部側金具１８とが水平板部５の下方で連結部材２０によ
り一体に連結され、下部側金具１８には前記支持金具１１が上下動自在に支持されると共
に、下部側金具１８と支持金具１１との間に前記バネ１６が介装されていることを特徴す
る。
【発明の効果】
【０００９】
　上記解決手段による発明の効果を、後述する実施形態の参照符号を付して説明すると、
請求項１に係る発明によれば、プレート本体７を足場板４の隙間塞ぎ位置にロックしたり
ロック解除するのに、従来の足場板隙間プレートのようにボルトを締めたり緩めたりする
面倒な操作が不要であると共に、その操作用工具が不要となる。即ち、プレート本体７を
足場板４の隙間塞ぎ位置にロックする時は、ロック用ガイドピン１３の頭部を手で押える
だげで、ロックピン１５，１５をロック孔１４，１４から下方へ抜いてロック解除した状
態としながら、ロック用ガイドピン１３自体は長溝１２に係合させた状態にできるから、
この状態でスライド金具１０をスライド金具１０を掴んで足場板４の側端部４ａに近づく
方向にスライドさせ、その側端部４ａに当接又は近接する所要位置でロック用ガイドピン
１３から手を離すことにより、ロックピン１５，１５をロック孔１４，１４に係入させて
プレート本体７を隙間塞ぎ位置にロックでき、またロック解除する時は、ロック用ガイド
ピン１３の頭部を手で押えるだけのワンタッチ操作で、ロックピン１５，１５をロック孔
１４，１４から抜いて、ロック解除することができる。
【００１０】
　また、ロック手段９のスライド金具１０は、支持金具１１の上部に突出するロック用ガ
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イドピン１３を中心としてその両側の一対のロックピン１５によって左右対称状に構成さ
れると共に、バネ１６が支持金具１１を上向きに付勢するように垂直に配置されるため、
スライド金具１０をスライド操作する時に、スライド金具１０が拗れて、そのスライドに
支障を来すおそれがなく、スムーズにスライドさせることができて、ロック手段９による
プレート本体７のロック操作及びロック解除操作を迅速、容易に行わせることができる。
またロックピン１５がロック用ガイドピン１３の両側に配置されて、両ロックピン１５，
１５が、長溝１２の両側に配設された両側一対のロックピン１５，１５に係入されること
から、スライド金具１０がロックされて固定されている状態で、スライド金具１０がゆが
みを生じることがなく、プレート本体７を所定の隙間塞ぎ位置に確実に固定することがで
きる。
【００１１】
　請求項２に係る発明によれば、スライド金具１０は、プレート本体７の水平板部５の上
面に沿ってスライドする上部側金具１７と、水平板部５の下面に沿ってスライドする下部
側金具１８とからなり、上部側金具１７は、その両端部から下向き一体に突出し、水平板
部５に長溝１２を挟んでその両側に設けたガイド溝１９，１９に挿通案内される一対のガ
イド部片１７ａ，１７ａを有し、両ガイド部片１７ａ，１７ａの下端部と下部側金具１８
とが水平板部５の下方で連結部材２０によって連結され、下部側金具１８には支持金具１
１が上下動自在に支持されると共に、下部側金具１８と支持金具１１との間にコイルバネ
１６が介装される構成であるから、プレート本体７への取付けにあたっては、上部側金具
１７を水平板部５の上面側に配して、そのガイド部片１７ａ，１７ａを水平板部５のガイ
ド溝１９，１９から下方へ挿通する一方、ロック用ガイドピン１３を突設しコイルバネ１
６を介装した支持金具１１を下部側金具１８に取り付け、この下部側金具１８を水平板部
５の下面側に配置して、この下部側金具１８と上部側金具１７のガイド部片１７ａとを連
結部材２０によって連結すればよいから、スライド金具１０の取付けが簡単となり、その
メンテナンスも容易となる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】(a) は本発明に係る足場板隙間プレートの平面図、(b) は正面図、(c) は端面図
である。
【図２】(a) は図１の矢印Ａで示す部分の拡大図、(b) は(a) の正面図である。
【図３】図２の(a) のＢ－Ｂ線断面図である。
【図４】(a) は図２の(a) のＣ－Ｃ線拡大断面図で、ロックピンのロック状態を示し、(b
) はロックピンのロック解除状態にある、(a) と同様な断面図である。
【図５】ロック手段を隙間プレートの表側から見た斜視図、(b) はロック手段を隙間プレ
ートの裏側から見た斜視図である。
【図６】(a) はロック手段のスライド金具がプレート本体の水平板部の幅方向基端側に位
置し、ロック手段によるプレート本体のロックが解除されている状態の平面図、(b) は(a
) のＤ－Ｄ線断面図である。
【図７】(a) はスライド金具がロック解除された状態で水平板部の幅方向基端側から足場
板の側端部に向かって移動している状態の平面図、(b) は(a) のＥ－Ｅ線断面図である。
【図８】(a) はスライド金具が足場板の側端部に近接して、プレート本体がロック手段に
よってロックされた状態の平面図、(b) は(a) のＦ－Ｆ線断面図である。
【図９】(a) は足場板の一側端部側に発生する隙間に足場板隙間プレートを取り付けた状
態を示す平面図、(b) は(a) の矢印Ｇで示す部分の拡大図である。
【図１０】(a) は一対の足場用建枠の横材間に平行に架け渡された２つの足場板の側端部
間に発生する隙間に足場板隙間プレートを取り付けた状態を示す平面図、(b) は(a) の矢
印Ｈで示す部分の拡大図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下に本発明の好適な一実施形態を図面に基づき説明すると、図１の(a) ，(b) に示す
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本発明に係る足場板隙間プレート１は、図９に示すように枠組足場において対向する一対
の足場用建枠２，２の横架材３，３間に架け渡された足場板４の側端部側と足場用建枠２
の桁側端縁又は建設物との間に発生する隙間、あるいは図１０に示すように対向する一対
の足場用建枠２，２の横架材３，３間に平行して架け渡された２枚の足場板４，４間に発
生する隙間を塞ぐように取り付けられる。
【００１４】
　この足場板隙間プレート１は、図１～図３に示すように、足場板４（図９及び図１０参
照）とほぼ同じ長さを有する長尺な水平板部５及びこの水平板部５の長手方向と直交する
幅方向基端側下部に設けられる断面略Ｌ字状の側枠部６により形成され、水平板部５の幅
方向先端部が足場板４の長手方向に沿う側端部上面に載置されるプレート本体７と、前記
側枠部６の長手方向両端部に突設されて両足場用建枠２，２の対向する横架材３，３に係
止される係止用フック８，８と、前記プレート本体７を所要の隙間塞ぎ位置にロックする
ために水平板部５の長手方向両端部に設けられたロック手段９，９とから構成される。
【００１５】
　プレート本体７の水平板部５の幅方向先端部は、図２の(a) 及び図３に示すように上向
きに折り返されて補強用の折り返し縁部５ｏを形成している。各係止用フック８は、図６
～図８に示す足場板６に装備されている係止フックＫと同じ構造のもので、図２～図６に
示すように、足場用建枠２の横架材３にその上方より係合されるフック本体８ａと、この
フック本体８ａに取り付けられて、前記横架材３の下部側に係脱自在に係合する係合部片
８ｂとからなり、フック本体８の取付部８ｃは、プレート本体７の側枠部６にボルト・ナ
ット又はリベットＲによって固着されている。
【００１６】
　各ロック手段９は、図２～図５に示すように、プレート本体７の水平板部５にその長手
方向に直交する幅方向にスライド可能に取り付けられ、足場板４の側端部に当接されるス
ライド金具１０と、水平板部５の下方でスライド金具１０に上下動自在に支持される支持
金具１１と、この支持金具１１の上部に上向きに突設されていて、水平板部５にその幅方
向に設けた長溝１２に沿って移動可能なロック用ガイドピン１３と、このロック用ガイド
ピン１３の両側で上方へ突出するように支持金具１１に一体に設けられ、前記長溝１２の
両側にそれと平行に一定ピッチで配設した夫々複数のロック孔１４，１４に係入可能な両
側一対のロックピン１５，１５と、支持金具１１とスライド金具１０との間に介装されて
いて、ロック用ガイドピン１３が長溝１２から上方へ突出し且つ両ロックピン１５，１５
が所要のロック孔１４に係入したロック状態を維持するように支持金具１１を上向きに付
勢するコイルバネ１６とからなるもので、ロック用ガイドピン１３をバネ１６に抗して手
で押し下げることによりガイドピン１３の頭部を長溝１２に係合させたまま両ロックピン
１５，１５をロック孔１４，１４から抜いてロック解除するようにしたものである。
【００１７】
　上記ロック手段９の構造について更に詳しく説明すれば、スライド金具１０は、図４及
び図５から分かるように、プレート本体７の水平板部５の上面５ａに沿ってスライドする
上部側金具１７と、水平板部５の下面５ｂに沿ってスライドする下部側金具１８とにより
構成される。上部側金具１７は、その両端部から下向き直角に一体に突出し、プレート本
体７の水平板部５に前記長溝１２を挟んでその両側に設けたガイド溝１９，１９に挿通さ
れて案内される一対のガイド部片１７ａ，１７ａを有するもので、両ガイド部片１７ａ，
１７ａを含んで下向きコ字枠状に形成されている。下部側金具１８は、下部片１８ａと、
両側片１８ｂ，１８ｂと、両側片１８ｂ，１８ｂの夫々上端部から直角内向きに対向突出
するリップ片ｎ，ｎとからなる略上向きコ字枠状のもので、下部側金具１８の各側片１８
ｂと上部側金具１７のガイド部片１７ａとが、ボルトからなる連結部材２０によって一体
的に連結固定されている。下部側金具１８のリップ片ｎ，ｎは、スライド金具１０のスラ
イド時に水平板部５の下面５ｂに対して面接触状態で滑らかに摺動するから、スライド操
作が容易になると共に、プレート本体７の水平板部５が比較的薄い金属板からなる場合で
も、水平板部５を傷めるようなことがない。また、下部側金具１８の各側片１８ｂと上部
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側金具１７のガイド部片１７ａとを連結するボルトからなる連結部材２０は１本でもよい
が、図５の(b) に示すように夫々２本で連結すれば、上部側金具１７と下部側金具１８と
を堅固に連結固定することができる。このように上部側金具１７と下部側金具１８とを堅
固に連結固定すると共に、下部側金具１８のリップ片ｎ，ｎを水平板部５の下面５ｂに対
して面接触状態でスライドさせるようにすることによって、ガイドピン１３、両側一対の
ロックピン１５，１５、上部側金具１７及び下部側金具１８からなるスライド金具１０を
鉛直姿勢に保持できて、スライド金具１０のスライド性が良好となり、ロックピン１５の
ロック及びロック解除を的確に行わせることができる。
【００１８】
　そして、下部側金具１８に支持金具１１が上下動自在に支持されると共に、この下部側
金具１８と支持金具１１との間にコイルバネ１６が介装されている。即ち、支持金具１１
は、上向きコ字枠状の下部側金具１８よりも小形の下向きコ字枠状に形成された金具本体
２１と、この金具本体２１の頂部から下向き垂直に突出するように金具本体２１に一体的
に取り付けられた支軸２２とからなるもので、支軸２２は、下部側金具１８の下部片１８
ａの中央部に貫設された孔２３に上下動自在に挿通されていて、この支軸２２と下部側金
具１８の下部片１８ａとの間に介装されたコイルバネ１６により、図４の(a) に示すよう
に支持金具１１の金具本体２１の上面が水平板部５の下面５ｂに当接するように上向きに
付勢されている。図４及び図５において、２４は支軸２２に嵌装したコイルバネ１６の上
端を所定位置に固定する固定ピン、２５は組立時に支軸２２からの下部側金具１８の抜け
出しを阻止するために支軸２２の下端部に挿着されたストッパーピンである。
【００１９】
　また下向きコ字枠状の支持金具１１の頂部には、前記ロック用ガイドピン１３が、支軸
２２と同軸状で垂直上向きに突出するように固定されると共に、この下向きコ字枠状の支
持金具１１の両側部には、前記長溝１２の両側にあるロック孔１４，１４に係入する両側
一対のＬ字形ロックピン１５，１５の基端部１５ｏ，１５ｏが夫々固定され、そしてこれ
ら両ロックピン１５，１５の基端部１５ｏ，１５ｏは、図５の(b) から分かるように下部
側金具１８の両側片１８ｂ，１８ｂに設けられた上下に長い案内溝２６，２６に夫々スラ
イド自在に挿通支持されている。各案内溝２６は、各ロックピン１５をロック解除する時
に各ロックピン１５を案内して、支持金具１１の回転を阻止し、ロックピン１５の姿勢を
維持する役割を有する。尚、各案内溝２６は、図５の(b) から分かるように、下部側金具
１８の側片１８ｂの上端部側のリップ片ｎまで延びて切欠開口しているが、このように切
欠開口溝とすることによって、下部側金具１８内への支持金具１１の組み込みが容易とな
る。
【００２０】
　また図４及び図５に示すように、スライド金具１０の上部側金具１７には水平板部５の
長溝１２に対応する部位に、ガイドピン押え用開口部２７が設けられている。この開口部
２７は、後述するようにロック用ガイドピン１３を押し下げて、ロックピン１５をロック
解除する時に、図４の(b) の仮想線で示すように手指の例えば人差指２９の指先部を挿入
できる大きさの長円形（図５の(a) 参照）に形成されている。この場合、開口部２７に人
差指２９の指先部を挿入してロック用ガイドピン１３の頭部を上から押えつけると、ガイ
ドピン１３が押し下げられて、ロックピン１５，１５がロック孔１４，１４から下方へ抜
けてロック解除されると共に、ロック用ガイドピン１３の頭部は、図４の(b) に示すよう
に長溝１２に係合されたままとなるから、ガイドピン１３を押えつけたまま上部側金具１
７を掴んで左右に動かすことにより、スライド金具１０をプレート本体７の水平板部５に
沿ってスライドさせることができる。またスライド金具１０の上部側金具１７には水平板
部５のロック孔１４に対応する部位に、ロック孔１４から上方へ突出するロックピン１５
の上端部を突入させるためのロック孔１４よりも若干径大の透孔２８が設けられている。
尚、この透孔２８は、ロックピン１５が水平板部５のロック孔１４に係入しているか否か
を確認する孔でもある。
【００２１】



(7) JP 5393637 B2 2014.1.22

10

20

30

40

50

　図４の(a) 及び図５の(a) ，(b) は、ロック用ガイドピン１３が水平板部５の長溝１２
から上方へ突出して上部側金具１７の開口部２７に突入し且つ両ロックピン１５，１５が
水平板部５の２つのロック孔１４，１４に係入して、ロック状態となったロック手段９を
示し、しかしてこのようなロック状態から、作業者がロックピン１５をコイルバネ１６の
付勢力に抗して手指で押し下げると、図４の(b) に示すように支持金具１１が下動して、
この支持金具１１と一体にある両側のロックピン１５，１５が水平板部５のロック孔１４
，１４から下方へ抜け出て、ロック解除状態となり、このロック解除状態でスライド金具
１０は、水平板部５の長溝１２に係合したロック用ガイドピン１３により案内しながら、
プレート本体７の水平板部５に沿ってその幅方向にスライド可能となる。このロック解除
状態において、ロックピン１５が水平板部５のロック孔１４に対向する位置でロック用ガ
イドピン１３から手を離すと、自動ロックされる。即ち、支持金具１１がコイルバネ１６
の付勢力で持ち上がって、両ロックピン１５，１５が２つのロック孔１４，１４に係入し
、ロック状態となる。
【００２２】
　上記のように構成される足場板隙間プレート１の使用にあたり、図９に示すように足場
板長さ方向に対向する足場用建枠２，２の横架材３，２間に架け渡された足場板４の側端
部（図９の(a) の図中下端縁側）に発生する隙間、あるいは図１０に示すように足場用建
枠２，２の横架材３，３間に並列に架け渡された２枚の足場板４，４間に形成される隙間
（図１０の(a) の図中中央部側）を塞ぐように足場板隙間プレート１を取り付ける。この
足場板隙間プレート１を取り付ける際は、前記隙間の上方にプレート本体７を位置させた
状態から、側枠部６の両端に突出する係止用フック８，８を両足場用建枠２，２の横架材
３，３に係止させ、水平板部５の先端部５ｏを足場板４の側端部上面に載置させる。
【００２３】
　図６～図８は、図９の使用形態におけるロック手段９の作用を示したもので、図６は隙
間塞ぎ位置にあるプレート本体７がロック手段９によるロックを解除された状態を示す。
即ち、隙間塞ぎ位置にあるプレート本体７がロック手段９によるロックを解除された状態
では、同図の(a) に示すようにロックピン１６がプレート本体７の水平板部５に２列状に
設けられた夫々複数のロック孔１４・・・のうち図中左端のロック孔１４（足場板４の側
端部４ａから最も離れたロック孔１４）に係入していて、スライド金具１０が同図の(b) 
に示すように足場板４の側端部４ａから最も離間した位置にあり、このままではプレート
本体７はその幅方向（図６の右方向）へズレるおそれがある。
【００２４】
　従って、プレート本体７をロック手段９により隙間塞ぎ位置にロックする必要がある。
そのために、先ず、ロック手段９それ自体を図４の(a) に示すロック状態から同図の(b) 
に示すロック解除状態とする。即ち、図４の(a) に示すロック状態から、上部側金具１７
の開口部２７に同図の(b) に示すように例えば人差指２９入れてロック用ガイドピン１３
を上から押えつけると、ガイドピン１３が押し下げられ、ロックピン１５，１５がロック
孔１４，１４から抜けてロック解除されるから、その指でガイドピン１３の頭部を押えた
まま指の腹面（裏面）を水平板部５上面沿いに滑らせながら、スライド金具１０を掴んで
足場板４の側端部４ａに近づく方向へ動かすことにより、スライド金具１０を長溝１２に
係合したロック用ガイドピン１３で案内させつつ、プレート本体７の水平板部５に沿って
スライドさせる。このようにロックピン１５，１５をロック解除した状態でスライド金具
１０を足場板４の側端部４ａに近づく方向へ移動させている状態を図７の(a) ，(b) に示
す。
【００２５】
　図８の(a) ，(b) は、上記のようにロック用ガイドピン１３の頭部を手で押えてロック
ピン１５，１５をロック解除した状態でスライドさせたスライド金具１０が、足場板４の
側端部４ａに近接した状態を示すもので、このような近接状態でロックピン１５，１５が
水平板部５の対応するロック孔１４，１４に位置した時に、ロック用ガイドピン１３から
手を離すと、図４の(a) に示すように、支持金具１１がコイルバネ１６の付勢力によって
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持ち上がり、両ロックピン１５，１５が２つのロック孔１４，１４に夫々係入して、自動
的にロックされる。これにより、プレート本体７は、図示のような隙間塞ぎ位置にロック
される。
【００２６】
　尚、ロック手段９でスライド金具１０を隙間塞ぎ位置にロックする場合、スライド金具
１０をロック解除した状態でスライドさせてそのまま足場板４の側端部４ａに当接させ、
その当接位置でロックピン１５がロック孔１４にピッタリ係入するとは限らないので、一
旦当接させた後に、スライド金具１０を手前側へ適宜後退させながら、ロックピン１５が
ロック孔１４に対応する位置でロック用ガイドピン１３から手を離すようにすれば、ロッ
クピン１５をより迅速にロック孔１４に係入させることができる。
【００２７】
　上記のようにプレート本体７がロック手段９によって隙間塞ぎ位置にロックされた状態
から、そのロック状態を解除するには、コイルバネ１６の付勢力に抗してロック用ガイド
ピン１３を、図４の(b) の仮想線で示すように指で上から押えつけるだけで、ガイドピン
１３が押し下げられて、ロックピン１５，１５がロック孔１４，１４から抜けてロック解
除される。しかして、ガイドピン１３の頭部を押えたままスライド金具１０を掴んで、足
場板４の側端部４ａから離れる方向に移動させて、その状態でプレート本体７を持ち上げ
ることにより、足場板隙間プレート１を取り外すことができる。
【００２８】
　以上説明したような足場板隙間プレート１によれば、スライド金具１０を所定位置まで
移動して、プレート本体７をロック手段９により固定するようになっているので、足場用
建枠の幅の違いによる隙間幅の違い、足場板４を足場用建枠の横架材に沿ってその片側に
寄せた場合や両側に離間する方向に振った場合の隙間にも対応し、ズレ止め機能を十分に
発揮することができる。
【００２９】
　また、この足場板隙間プレート１のロック手段９によれば、プレート本体７を足場板４
の隙間塞ぎ位置にロックしたり、ロック解除するのに、従来の足場板隙間プレートのよう
にボルトを締めたり緩めたりする面倒な操作が不要であると共に、操作用工具が不要とな
る。即ち、プレート本体７を足場板４の隙間塞ぎ位置にロックする時は、ロック用ガイド
ピン１３の頭部を手で押えるだげで、ロックピン１５，１５をロック孔１４，１４から下
方へ抜いてロック解除した状態としながら、ガイドピン１３自体は長溝１２に係合させた
状態にできるから、この状態でスライド金具１０をスライド金具１０を掴んで足場板４の
側端部４ａに近づく方向にスライドさせ、その側端部４ａに当接又は近接する所要位置で
ロック用ガイドピン１３から手を離すことによって、ロックピン１５，１５をロック孔１
４，１４に係入させてプレート本体７を隙間塞ぎ位置にロックできるし、またロック解除
する時は、ロック用ガイドピン１３の頭部を手で押えるだけのワンタッチ操作で、ロック
ピン１５，１５をロック孔１４，１４から抜いて、ロック解除することができる。
【００３０】
　また、ロック手段９は、水平板部５にその幅方向にスライド可能に取り付けられ、足場
板４の側端部に当接されるスライド金具１０と、水平板部５の下方でスライド金具１０に
上下動自在に支持される支持金具１１と、支持金具１１の上部に上向きに突設され、水平
板部５にその幅方向に設けた長溝１２に沿って移動可能なロック用ガイドピン１３と、こ
のガイドピン１３の両側で上方へ突出するように支持金具１１に一体に設けられ、長溝１
２の両側に夫々一定ピッチで配設した複数のロック孔１４に係入可能な両側一対のロック
ピン１５，１５と、ロック用ガイドピン１３が長溝１２から上方へ突出し且つ両ロックピ
ン１５が所要のロック孔１４に係入してロック状態を維持するように支持金具１１を上向
きに付勢するコイルバネ１６とからなるもので、スライド金具１０が、支持金具１１の上
部に突出するロック用ガイドピン１３を中心に、その両側の一対のロックピン１５によっ
て左右対称状に構成されると共に、バネ１６が支持金具１１を上向きに付勢するように垂
直に配置されるため、スライド金具１０を水平板部５の幅方向にスライド操作する時に、
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にスライドすることができ、ロック手段９によるプレート本体７のロック操作及びロック
解除操作を迅速容易に行わせることができる。
【００３１】
　また上記のように、ロックピン１５がロック用ガイドピン１３の両側に配置されて、両
ロックピン１５，１５が、長溝１２の両側に配設された両側一対のロックピン１５，１５
に係入されることから、スライド金具１０がロックされて固定されている状態で、スライ
ド金具１０がゆがみを生じることがなく、プレート本体７を所定の隙間塞ぎ位置に確実に
固定することができる。
【００３２】
　またロック手段９のスライド金具１０は、プレート本体７の水平板部５の上面に沿って
スライドする上部側金具１７と、水平板部５の下面に沿ってスライドする下部側金具１８
とからなり、上部側金具１７は、その両端部から下向き一体に突出し、水平板部５に前記
長溝１２を挟んでその両側に設けたガイド溝１９，１９に挿通されて案内される一対のガ
イド部片１７ａ，１７ａを有し、両ガイド部片１７ａ，１７ａの下端部と下部側金具１８
とが水平板部５の下方で連結部材２０によって連結され、下部側金具１８には支持金具１
１が上下動自在に支持されると共に、下部側金具１８と支持金具１１との間にコイルバネ
１６が介装されている構成であるから、プレート本体７への取付けにあたっては、上部側
金具１７を水平板部５の上面側に配して、そのガイド部片１７ａ，１７ａを水平板部５の
ガイド溝１９，１９に挿通する一方、ロック用ガイドピン１３を突設しコイルバネ１６を
介装した支持金具１１を下部側金具１８に取り付け、この下部側金具１８を水平板部５の
下面側に配置して、この下部側金具１８と上部側金具１７とを連結部材２０によって連結
すればよいから、スライド金具１０の取付けが簡単となり、そのメンテナンスも容易とな
る。
【符号の説明】
【００３３】
１　　　　　　足場板隙間プレート
２　　　　　　足場用建枠
３　　　　　　足場用建枠の横架材
４　　　　　　足場板
５　　　　　　プレート本体の水平板部
６　　　　　　プレート本体の側枠部
７　　　　　　プレート本体
８　　　　　　係止用フック
９　　　　　　ロック手段
１０　　　　　スライド金具
１１　　　　　支持金具
１２　　　　　長溝
１３　　　　　ロック用ガイドピン
１４　　　　　ロック孔
１５　　　　　ロックピン
１６　　　　　コイルバネ
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